
単位：円

負担金月額

利用区分 土曜日利用あり 土曜日利用なし 土曜日利用あり 土曜日利用なし

通月（１～30日） 6,600 5,000 3,300 2,500

１日～始業式の前日 2,400 2,000 1,200 1,000

始業式の日～30日 4,200 3,000 2,100 1,500

５月 通月（１～31日） 5,600 4,000 2,800 2,000

６月 通月（１～30日） 5,600 4,000 2,800 2,000

通月（１～31日） 6,600 5,000 3,300 2,500

１日～終業式の日 3,200 2,000 1,600 1,000

終業式の翌日～31日 3,400 3,000 1,700 1,500

通月（１～31日） 8,600 7,000 4,300 3,500

１日～始業式の前日 7,700 6,500 3,850 3,250 12～16日は休所日

始業式の日～31日 900 500 450 250

９月 通月（１～30日） 5,600 4,000 2,800 2,000

10月 通月（１～31日） 5,600 4,000 2,800 2,000

11月 通月（１～30日） 5,600 4,000 2,800 2,000

通月（１～28日） 5,600 4,000 2,800 2,800

１日～終業式の日 4,200 3,000 2,100 1,500 29～31日は休所日

終業式の翌日～28日 1,400 1,000 700 350

通月（４～31日） 5,600 4,000 2,800 2,000

４日～始業式の前日 1,400 1,000 700 500 １～３日は休所日

始業式の日～31日 4,200 3,000 2,100 1,500

２月 通月（１～28日） 5,600 4,000 2,800 2,000

通月（１～31日） 6,600 5,000 3,300 2,500

１日～修了式の日 4,200 3,000 2,100 1,500

修了式の翌日～31日 2,400 2,000 1,200 1,000

※ 新一年生については，４月の利用区分中「始業式」を「入学式」と読みかえてください。
※ 免除（全　額） ：生活保護世帯，当該年度市町村民税非課税世帯
減額（１／２） ：当該年度市町村民税均等割のみ課税世帯

※ おやつ代等の別途負担がある施設があります。
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